
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 郵便局 740590 篠栗郵便局 - 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲６５－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 740590 篠栗郵便局 - 福岡県糟屋郡篠栗町中央４－１－２０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 418050 田原簡易郵便局 ○ 大阪府四條畷市田原台５－１７－２０ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 郵便局 418050 田原簡易郵便局 ○ 大阪府四條畷市田原台５－１７－２０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 782840 池田郵便局 - 鹿児島県指宿市池田３８７６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 782840 池田郵便局 - 鹿児島県指宿市池田３８７６－３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 821830 駒ヶ嶺郵便局 - 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺町尻１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 821830 駒ヶ嶺郵便局 - 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字新町７９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 012750 上野三郵便局 - 東京都台東区上野３－２８－４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 012750 上野三郵便局 - 東京都台東区上野３－２１－５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 032530 本庄仲町郵便局 - 埼玉県本庄市中央１－８－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 032530 ビバモール本庄郵便局 - 埼玉県本庄市中央２－４－６０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 088410 鰍沢鬼島簡易郵便局 ○ 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢前山５３２４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 318100 神野簡易郵便局 ○ 石川県鳳珠郡能登町鶴町五１１３－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 318100 神野簡易郵便局 ○ 石川県鳳珠郡能登町鶴町５－１１３－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 438230 鷹巣簡易郵便局 ○ 兵庫県宍粟市千種町鷹巣１１２０ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 438230 鷹巣簡易郵便局 ○ 兵庫県宍粟市千種町鷹巣１１１３－１５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 442420 京都浄土寺郵便局 - 京都府京都市左京区浄土寺下馬場町１１２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 442420 京都浄土寺郵便局 - 京都府京都市左京区浄土寺馬場町１６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

R1.12.2 移転・改称 -

R1.12.2 移転 -

R1.12.2
契約締結・移

転
-

R1.12.2 住居表示変更 -

-R1.12.2 住居表示変更

R1.12.1 住居表示変更 -

R1.12.2 移転 -

R1.11.2 住居表示変更 -

R1.12.1 住居表示変更 -

-R1.12.1 業務変更

別紙2
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郵便
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社の営
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簡
易
郵
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(1)郵便
窓口業
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窓口業
務
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別紙2

変更前 営業所 786310 油久簡易郵便局 ○ 鹿児島県熊毛郡中種子町油久２４４３ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 330350 兵庫郵便局 - 福井県坂井市坂井町下兵庫１３３－２７－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 330350 兵庫郵便局 - 福井県坂井市坂井町下兵庫２９９－１８－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 330600 永平寺郵便局 - 福井県吉田郡永平寺町志比５－１５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 330600 永平寺郵便局 - 福井県吉田郡永平寺町志比５－５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 718720 水越簡易郵便局 ○ 熊本県上益城郡御船町水越２４１５－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 786350 大中尾簡易郵便局 ○
鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷５９２９－
４１７

○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 238010 磐田市立総合病院内簡易郵便局 ○ 静岡県磐田市大久保５１２－３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 538290 那久簡易郵便局 ○ 島根県隠岐郡隠岐の島町那久２００ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 552450 宇部西本町郵便局 - 山口県宇部市西本町１－５－３１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 810810 女川郵便局 -
宮城県牡鹿郡女川町女川浜大原１－４３ ＳＧ
９街区１画地

- ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 810810 女川郵便局 - 宮城県牡鹿郡女川町２－７－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 211253
名古屋西郵便局名古屋貯金事務セ
ンター内分室

- 愛知県名古屋市中区三の丸２－６－２ - ○ ○ × ○ × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

R1.12.28 契約解除 -

R1.12.28 住居表示変更 -

R1.12.24 契約解除 -

R1.12.28 契約解除 -

R1.12.7 契約解除 -

R1.12.21 契約解除 -

R1.12.9 移転 -

R1.12.16 移転 -

R1.12.28 廃止 -

R1.12.31 廃止 -
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変更前 営業所 517480 備後落合簡易郵便局 ○ 広島県庄原市西城町小鳥原５５－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 557460 玉江浦簡易郵便局 ○ 山口県萩市山田５１５３ ○ ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 788180 求名広橋簡易郵便局 ○ 鹿児島県薩摩郡さつま町求名１２５７２－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 838460 二戸堀野簡易郵便局 ○ 岩手県二戸市堀野馬場４４－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 847860 中島簡易郵便局 ○ 青森県南津軽郡藤崎町中島種元１６５ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 867860 小深見簡易郵便局 ○ 秋田県男鹿市払戸小深見７４－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

R1.12.31 契約解除 -

-契約解除R1.12.31

R1.12.31

-

契約解除 -

R1.12.31 契約解除 -

　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。

R1.12.31 契約解除 -

R1.12.31 契約解除


